
議 案 第 ４ ７ 号

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀 山 市 条 例 第 号

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

亀 山 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 １ 中 ３ ３ の 項 を 削 り 、 ３ ４ の 項 を ３ ３ の 項 と す る 。

別 表 第 ３ の １ の 表 ２ の 項 中 「 第 １ ８ 条 第 １ ４ 項 」 を 「 第 １ ８ 条 第

１６項」に改め、同表１３の項を１４の項とし、同表３の項から１２

の 項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 ２ の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

３ 法 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項

（ 法 第 ８ ８ 条 第 １ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ

く 検 査 の 申 請 又 は 同 法

第 １ ８ 条 第 １ ９ 項 （ 法

第 ８ ８ 条 第 １ 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に 基 づ く

通 知 に 対 す る 審 査

中 間 検 査 申 請 又 は

特 定 工 程 工 事 終 了

通 知 の 手 数 料

４ の 表 に 定 め る 金

額

別 表 第 ３ の ３ の （ １ ） の 表 中 「 建 築 物 」 の 次 に 「 （ 法 第 ７ 条 の ３

第 １ 項 の 特 定 工 程 に 係 る 建 築 物 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 別 表 第 ３ の ３

の （ ３ ） の 表 を 別 表 第 ３ の ３ の （ ４ ） の 表 と し 、 別 表 第 ３ の ３ の

（ ２ ） の 表 を 別 表 第 ３ の ３ の （ ３ ） の 表 と し 、 別 表 第 ３ の ３ の （ １ ）

の 表 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。

（ ２ ） 建 築 物 （ 法 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 の 特 定 工 程 に 係 る 建 築 物 に 限

る 。 ） を 建 築 し た 場 合 （ 移 転 し た 場 合 を 除 く 。 ）

床 面 積 の 合 計 金 額

３ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の １ ７ ， ０ ０ ０ 円

３ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の

２ １ ， ０ ０ ０ 円

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の

３ ４ ， ０ ０ ０ 円

２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ０ 平 方 メ ー ４ ９ ， ０ ０ ０ 円



ト ル 以 内 の も の

５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ， ０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の も の

６ ４ ， ０ ０ ０ 円

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

８ ９ ， ０ ０ ０ 円

２，０００平方メートルを超え１０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

１ ６ ４ ， ０ ０ ０ 円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

２ ３ ７ ， ０ ０ ０ 円

５ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の ４ ４ ３ ， ０ ０ ０ 円

別 表 第 ３ の ３ の （ ４ ） の 表 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。

４ 中 間 検 査 申 請 又 は 特 定 工 程 工 事 終 了 通 知 の 手 数 料

中 間 検 査 を 行 う 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

３ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の １ ７ ， ０ ０ ０ 円

３ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の

２ １ ， ０ ０ ０ 円

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の

３ ３ ， ０ ０ ０ 円

２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の

４ ７ ， ０ ０ ０ 円

５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の

６ ２ ， ０ ０ ０ 円

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内 の も の

８ ４ ， ０ ０ ０ 円

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

１ ４ ３ ， ０ ０ ０ 円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

２ ０ ４ ， ０ ０ ０ 円

５ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の ３ ９ １ ， ０ ０ ０ 円

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 １

の 改 正 規 定 は 、 同 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


